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令和 7 年 3 月

令和 7 年度 令和 16

１．事業概要
（１）

① 給　水
人

人
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② 施　設　
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④ 組　織

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

有 収 水 量 密 度 0.156

水 源
　
（複数選択可）

施 設 数
浄水場設置数 2

管 路 延 長 48.68 千ｍ配水池設置数 15

施 設 能 力 1,075 ㎥／日 施 設 利 用 率 45.5

1㎥まで 370円 370円 250円
390円

供用栓 10㎥まで 1,750円 180円 1,040円

簡易水道事業の管理組織は、産業建設課建設係において執行する。
　全体総括:産業建設課長（事務職 50代）
　事業管理責任者：産業建設課建設係長（事務職 40代）
　水道技術管理者：産業建設課建設係長（事務職 40代・経験年数8年）
　事務担当：産業建設課建設係主事（事務職30代・経験年数1年）
　施設管理・検針担当：個人委託

これまでの主な経営健全化の取組
限られた財源の中、毎年予算編成にあわせ簡易水道事業の維持管理経費の見直しを実施。
維持管理費においては、施設管理・検針業務を委託しているが、施設管理においては、職員の技術力向上を図りながら、極力、直営による維持修繕を行う
事でコスト縮減を図った。
また施設の修繕計画を策定することにより、実施年度を明確化し、長期財政計画が可能となった。

*1　水道事業の広域化とは、水道法（昭和32年法律第177号）第２条の２第２項の市町村の区域を超えた広域的な水道事業者間の連携等に当たるものである。その具体的な
方策としては、経営統合（事業統合及び経営の一体化をいう。以下同じ。）、浄水場等一部の施設の共同設置や事務の広域的処理等がある。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付
令和６年度に公表されている令和５年度決算「経営比較分析表」を添付。
この経営比較分析表は経営及び施設の状況を示す経営指標を活用し、本村の経年比較や類似団体との比較、複数の指標を組み合わせた分析を実施してい
る。

給水人口の予測

令和３年３月に策定した第2期昭和村まち・ひと・しごと創生総合戦略人口ビジョン編による人口推計によると、令和２年（2020年）10月時点で1,182人で
あった人口は、令和７年（2025年）に1,012人、令和12年（2030年）には900人を下回り、令和22年（2040年）には650人、令和42年度（2060年）には367人
まで減少する予想であり、厳しい状況が続くことが見込まれる。
このような状況の中、給水人口においても同様の傾向になるものと仮定し、直近の給水人口に上記減少率を加味して給水人口の予測を実施。
令和７年度の給水人口が988人と予測される中、計画最終年度の令和16年度では754人まで減少し、さらに30年後の令和36年度の給水人口は409人になるこ
とが予想される。

3,880円 190円 160円
臨時用

別添１－２

昭和村簡易水道事業経営戦略

団 体 名 ： 福島県昭和村

事 業 名 ： 簡易水道事業

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～ 年度

事業の現況

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 40 年 4 月 1 日 計 画 給 水 人 口 1,945

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

法適（財務）
現 在 給 水 人 口 1,018

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

用途別に定められた基本料金及び水量による料金と口径別に定められたメーター使用量の合計額に消費税相当額を加えた
額で構成される。詳細は以下料金表の通り。

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平 成 26 年 4 月 1 日

種別
基本料金

（1世帯又は1箇所当たり1月につき）
水量による料金
（月1㎥につき）

メーター使用料金
（1月につき） 料金

水量 料金 超過料金 100円

専用栓

10㎥まで 1,750円 180円 150円
20㎥まで

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

水需要の予測
上記（１）により求めた給水人口の予測に基づき、水需要の予測を行うと、年に約３％程度の減少率となり、令和７年度に約95,000㎥の水需要に対し、計
画最終年度の令和16年度には約73,000㎥、さらに30年後の令和36年度には約39,000㎥となり、30年間で60％程度減少することが予想される。

料金収入の見通し
上記(１)により求めた給水人口の予測に基づき、現行料金体系のまま推移した場合、料金収入の予測は年に約３%程度の減少率となり、令和７年度に約
22,600千円の料金収入に対し、計画最終年度の令和16年度には約17,300千円、さらに30年後の令和36年度には約9,300千円となり、30年間で60％程度減少
することが予想される。

組織の見通し
村の行財政改革により係の統合が行われ、専門の係がなくなり、更に人員の削減も行われた。
令和６年度現在、課長を含め５名体制で事業を実施しているが、他事業との兼務や人事異動等により、専門知識を有する職員がいない状況である。
今後も増員は見込めないため、今後は施設管理や集金・検針等を専門知識を有する業者に委託するなどの対策を検討する必要がある。

昭和村簡易水道事業は、住民生活に必要不可欠な「水」を提供するライフラインとして、昭和40年に給水事業開始。以来、中山間部に集落が点在している
ため、順次、区域ごとに施設を整備し、増大する水需要に対応してきた。
経営面では、過疎高齢化による人口減少に伴い収入の減少傾向が続いている一方で、高度経済成長期に整備した多くの施設で老朽化が進み、施設の更新や
耐震化には多大な費用が必要となるため、今後の経営状況は益々厳しい状況になるものと想定される。
このような状況に対応し、計画的に施設等の更新を進め、施設や管路の健全性を維持していくため、組織や事務事業の効率化、施設管理の見直しなど経営
基盤強化に向けた取り組みを一層推進する。
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（１

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明
①　収支計画のうち投資についての説明

目 標

①人口減少社会に対応した施設の改修
②低予算で最大の効果を生む事業の構築

主な投資の内容
　・水管橋の更新：令和８年度　事業費　60,000千円
  ・制御盤等の更新：令和９年度～令和15年度　事業費　64,000千円
投資内容における取り組み
　・ストックマネジメントを導入し、計画的な点検・調査及び改築・更新を行い、支出の平準化を図る。
　・上下水道一体で、事業運営を包括的民間に委託する、いわゆる「ウォーターPPP」を含む、民間の資金・ノウハウ等を活用し、効果的かつ効率的な投
資を行う。

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

安定した経営のため、経常収支比率を100%以上で維持し、一般会計からの繰入金を削減することを目標とする。また投資
に必要な財源の確保にあたり、企業債については、世代間の公平性の確保に不可欠であり、償還金や利子等により経営が
圧迫されないように努める。

・給水人口及びそれに伴う水需要の減少に比例して料金収入も減少していくことを前提とした。
・新規投資の財源のうち50%を国庫補助金で、45%を起債借入にて、残りの５%を自己財源で賄うことを前提とした。

○動力費に関する事項
　施設の増設は予定していないことから、令和５年度決算値に物価上昇率を加味して算定
○修繕費に関する事項
　令和元年から令和５年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率を加味して算定
○委託費に関する事項
　令和元年から令和５年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率を加味して算定
○その他経費に関する事項
　令和元年から令和５年度までの実績値の平均を基準値とし、それに物価上昇率を加味して算定

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

広 域 化 集落間及び近隣町村との距離の関係から、広域化は未検討である。

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

下水道３事業含む、上下水道一体で事業運営を包括的に民間へ委託すべきか（いわゆるウォーターPPPの導入
可能性調査）について、令和６年度より検討開始。

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

計画的な点検・調査及び改築・更新を行い、支出の平準化を図る。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

耐用年数及び施設の状態を考慮した上で検討を実施。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

更新工事に際し、現状の水需要に応じた施設・設備の合理化を実施。

そ の 他 の 取 組 特になし

料 金
料金収入については、既存の料金体系を維持した計画としているが、住民サービス及び近隣町村の動向を見な
がら、料金体系について検討する。

企 業 債 利率の高い企業債については、財政担当部局と連携し、繰上償還等を検討する。

繰 入 金 基準内・外を問わず、財政担当部局と協議・検討する。

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

特になし

そ の 他 の 取 組 特になし



５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度進捗管理を行い、また、５年ごとに見直しを行うことにより、本経営戦略の事後検証、更新を行ってい
く。ただし、経営状況の変化に応じて必要と判断される場合は、適宜見直しを実施する。



様式第2号（法適⽤企業・収益的収⽀） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A)
(1)
(2) (B)
(3)

２．
(1)

(2)
(3)

(C)
１．

(1)

(2)

(3)
２．

(1)
(2)

(D)
(E)
(F)
(G)
(H)

(I)
(J)

(K)

( I )
(A)-(B)

(L)

(M)

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

支 出 計

営 業 収 益

補 助 金
他 会 計 補 助 金

収

益

的

収

入

材 料 費

そ の 他 補 助 金
長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

営 業 外 収 益

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)

う ち 未 収 金

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

そ の 他

（単位：千円，％）

前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（ 決 算 ）
決 算
見 込

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

22,825 24,049 23,319 22,629 21,959 21,336 20,679 20,067 19,478 18,929 18,350 17,811 17,288
22,815 24,038 23,297 22,607 21,937 21,314 20,657 20,045 19,455 18,907 18,328 17,789 17,266

9 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
17,735 61,397 74,181 73,505 73,905 73,334 74,202 74,338 73,215 71,695 71,524 69,030 63,539
17,735 25,969 20,314 21,091 21,804 22,749 23,640 24,011 24,904 25,369 26,344 27,332 28,317
17,735 25,969 20,314 21,091 21,804 22,749 23,640 24,011 24,904 25,369 26,344 27,332 28,317

35,307 53,867 52,414 52,101 50,585 50,562 50,326 48,312 46,326 45,180 41,697 35,222
121

40,560 85,446 97,500 96,134 95,865 94,671 94,881 94,405 92,693 90,624 89,874 86,841 80,827
39,657 86,885 92,679 91,517 91,498 90,283 90,557 90,625 88,919 87,247 86,413 83,248 77,094
3,678 3,661 3,673 3,684 3,696 3,708 3,720 3,732 3,744 3,756 3,768 3,780 3,792
2,156 2,240 2,247 2,254 2,262 2,269 2,276 2,283 2,291 2,298 2,305 2,313 2,320

1,522 1,421 1,426 1,430 1,435 1,439 1,444 1,449 1,453 1,458 1,462 1,467 1,472
35,979 29,357 35,140 35,418 35,701 35,989 36,275 36,567 36,863 37,165 37,465 37,770 38,080

1,279 1,249 1,223 1,197 1,175 1,148 1,124 1,101 1,081 1,055 1,034 1,012
4,268 3,846 8,299 8,374 8,449 8,525 8,602 8,679 8,757 8,836 8,916 8,996 9,077

31,711 24,232 25,592 25,822 26,054 26,289 26,525 26,764 27,005 27,248 27,493 27,741 27,990
53,867 53,867 52,414 52,101 50,585 50,562 50,326 48,312 46,326 45,180 41,697 35,222

2,965 3,840 4,342 4,003 3,641 3,603 3,459 3,275 3,130 3,130 3,149 3,195 3,231
2,965 2,617 2,460 2,045 1,609 1,498 1,279 1,023 807 738 687 665 633

1,223 1,882 1,958 2,033 2,105 2,180 2,252 2,323 2,391 2,462 2,530 2,598
42,622 90,725 97,021 95,520 95,139 93,886 94,016 93,900 92,049 90,377 89,562 86,443 80,325

△ 2,062 △ 5,279 479 614 725 785 865 505 644 248 312 398 502

△ 2,062 △ 5,279 479 614 725 785 865 505 644 248 312 398 502
479 1,094 1,819 2,604 3,468 3,973 4,617 4,865 5,177 5,576 6,078

16,872 17,945 18,208 18,791 18,638 19,276 19,447 19,449 18,791 18,569 18,319 17,840
2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389 2,389

22,496 29,361 30,363 26,608 26,912 22,743 16,280 16,455 13,717 11,140 10,465 10,887
13,698 28,661 29,684 25,949 26,271 22,123 15,678 15,870 13,149 10,589 9,931 10,369

22,825 24,049 23,319 22,629 21,959 21,336 20,679 20,067 19,478 18,929 18,350 17,811 17,288

本年度



様式第2号（法適⽤企業・資本的収⽀） 投資・財政計画
（収支計画）

年　　　　　度

区　　　　　分

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A)

(B)

(C)

１．

２．

３．

４．

５．

(D)

(E)

１．

２．

３．

４．

(F)

(G)

(H)

○他会計繰入金

年　　　　　度

区　　　　　分

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

合 計

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

資

本

的

収

入

工 事 負 担 金

計

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

そ の 他

（単位：千円，％）
前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（ 決 算 ）
決 算
見 込

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

14,300 47,520 17,330 9,380 2,260 6,980 8,520 8,330 2,950

20,930

9,623 24,106 28,331 34,842 26,975 27,136 22,061 15,839 15,935 13,575 10,295 8,965

52,800 19,250 10,420 2,510 7,750 9,470 9,260 3,270

23,923 20,930 24,106 28,331 135,162 63,555 46,936 26,831 30,569 33,925 31,165 16,515 8,965

23,923 20,930 24,106 28,331 135,162 63,555 46,936 26,831 30,569 33,925 31,165 16,515 8,965

105,600 38,524 20,871 5,023 15,516 18,944 18,533 6,558

19,244 21,464 24,212 28,661 29,684 25,949 26,271 22,123 15,678 15,870 13,149 10,589 9,931

19,244 21,464 24,212 28,661 135,284 64,473 47,143 27,146 31,193 34,815 31,682 17,147 9,931

△ 4,679 534 106 331 122 919 207 315 625 890 517 632 965

12,939

106 331 122 919 207 315 625 890 517 632 965

12,939 106 331 122 919 207 315 625 890 517 632 965

△ 4,679 △ 12,405

240,608 197,921 209,487 180,826 198,661 190,042 173,151 153,288 144,590 137,240 132,421 124,782 114,851

前々年度 前年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

（ 決 算 ）
決 算
見 込

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度 2033年度 2034年度

17,735 25,969 20,314 21,091 21,804 22,749 23,640 24,011 24,904 25,369 26,344 27,332 28,317

15,565 23,092 4,314 3,591 804 749 640 511 404 369 344 332 317

2,170 2,877 16,000 17,500 21,000 22,000 23,000 23,500 24,500 25,000 26,000 27,000 28,000

9,623 20,930 24,106 28,331 34,842 26,975 27,136 22,061 15,839 15,935 13,575 10,295 8,965

9,623 20,930 12,106 14,331 14,842 12,975 13,136 11,061 7,839 7,935 6,575 5,295 4,965

12,000 14,000 20,000 14,000 14,000 11,000 8,000 8,000 7,000 5,000 4,000

27,358 46,899 44,420 49,422 56,646 49,723 50,775 46,073 40,742 41,304 39,918 37,627 37,282

本年度

本年度



経営比較分析表（令和5年度決算）
福島県　昭和村

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 簡易水道事業 C4 非設置 1,120 209.46 5.35 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

今後、給水人口の減少に伴い料金収入も減少する
ことが想定される。
その中で、各簡易水道施設は更新を迎えつつあ
り、大規模な事業についてはまだまだ検討段階と
なっている。
ただ、企業会計への移行により、資産の状況が整
理できた。今後、持続的な簡易水道事業の運営に
ついて検討を進めていく予定である。

156.86 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 76.47 90.01 4,015 1,018

全体総括

6.49

①経常収支比率
修繕設備の増加により費用が増加し、人口減少に
伴い使用量の減少傾向にあるため。
②累積欠損金比率
公営企業会計移行前の法適用債を引き継いだこと
で欠損金が生じたものである。企業債は一般会計
が負担しており、今後償還に伴い解消される見込
であり、昨年度より減少している。
③流動比率
公営企業会計移行時の引継金等により類似団体平
均値を下回っている。
④企業債残高対給水収益比率
企業債残高が減少し、多少数値が上向きとなっ
た。
⑤料金回収率
数値上大きな変化なし。類似団体に近い数値を記
録している。
⑥給水原価
依然として高い数値を示している。
⑦施設利用率
地域内の人口が減少し利用率が減少傾向にある。
⑧有収率
水道設備の老朽化により漏水が増加しているた
め、有収率が減少傾向にある。管路の更新につい
て検討が必要である。

2. 老朽化の状況について

管路の更新率は平均と比べ高い水準とはなってい
る。
しかし、今後更新対象となる管路が増加していく
と想定される費用面や具体的な施工方法など、見
通しのついていない課題があるため検討していき
たい。
①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値よ
り低い状況にある。
②管路経年化率は、類似団体平均値を上回る状況
にあり、今後の更新等が課題となっている。
③管路更新率は、公営企業会計移行初年度による
ものである。

2. 老朽化の状況
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①経常収支比率(％)
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【103.05】 【30.22】 【179.30】 【1,042.45】

【71.52】【53.73】【285.48】【57.74】

【38.43】 【19.16】 【0.49】
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